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Ⅰ　はじめに

（1）問題の所在

本稿の目的は、カラーブラインドが何を意味するのかについて、アメリカ
合衆国の判例と学説で展開された議論を検討して明らかにするところにある。
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カラーブラインドとは、簡単に言うと、公的施策を形成する際に人種を考慮
すべきではないという考えである。合衆国のほとんどの論者はカラーブライ
ンドな社会の達成を理想とし 1、Affirmative Action（AA）2 は人種を意識
しカラーブラインドと抵触するため 3、人種差別をなくす方法は人種区分を
使用しないことであるとの考えに基づき 4、AA の否定派は AA を憲法上禁
止する理論としてカラーブラインドを用いた 5。他方、肯定派は否定派のカ
ラーブラインドの理論の理解が誤りだと批判し 6、カラーブラインドな社会
の達成のために AA が憲法上許容されると主張した。合衆国では、カラー
ブラインドをめぐる議論が AA の合憲性の是非の主要論点（AA が憲法上禁
止されるか、許容されるのか）になっている。

日本の学説では、構造的差別 7 の是正策としてアファーマティブ・アクシ
ョンが注目を集め 8、合衆国の AA に高い関心があった 9。日本ではアファ
ーマティブ・アクションの制度化が発展途上であり、裁判で合憲性が問われ
たこともなく、その憲法上の評価に十分な議論の蓄積がないが 10、合衆国に
は AA の合憲性判断につき多くの蓄積がある 11。日本のアファーマティブ・
アクションの合憲性を検討する際には、合衆国の議論は参照する価値が高い
とされる 12。

アファーマティブ・アクションの成立の背景や前提は国ごとに異なり 13、
日本には合衆国ほどの深刻な人種問題が顕在化していないなど 14、合衆国の
AA と日本のアファーマティブ・アクションをめぐる議論の背景の相違は大
きい 15。

日本国憲法 14 条 1 項後段列挙事由は、差別的に用いられてきた区分を特
に警戒して列挙する 16。アファーマティブ・アクションは構造的差別の是正
策として理解され、後段列挙事由は歴史的に特定のグループを社会経済的に
不利な状況に置くために用いられたことから、アファーマティブ・アクショ
ンの対象（人種や性別など）となる 17。後段列挙事由に基づく区別に対し
人々は強い差別感を抱くため、基本的にそのような区別はなされるべきでは
ない 18。だが、それらの事由に基づく区別は憲法上禁止されず、差別を解消
するための区分（アファーマティブ・アクション）は合理的範囲に収まる余
地が十分あり 19、憲法上禁止されないとするのが学説の大勢である 20。合衆
国憲法とは異なり、日本国憲法は社会権で社会的弱者への救済を銘記してお
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り 21、学説では、アファーマティブ・アクションが絶対的に禁止されるとの
議論はされなかった。

カラーブラインドは AA が憲法上禁止されるか否かの議論に関わり、日
本にはない論点である。合衆国のカラーブラインドの意味の検討は、日本の
アファーマティブ・アクションの合憲性の問題に直接的な示唆をせず、本稿
は外国法の研究にとどまる。筆者は、日本のアファーマティブ・アクション
の合憲性の検討の為に合衆国を比較対象とする多数の論稿を公刊してきた 22。
外国法との比較検討の際には、比較対象国の議論の全貌を理解すべきであり、
日本の議論と直接に関わらない論点の検討も必要である。本稿での検討は、
日本のアファーマティブ・アクションと合衆国の AA の体系的な比較検討
をする業績をつくるための 1 つの準備作業である。

（2）構成

本稿は、以下のように考察を進める。まず、カラーブラインドが AA を
否定する理由として用いられるようになったのは何故かを説明する（Ⅱ）。
次に、AA の肯定派と否定派がカラーブラインドを如何に解釈してきたのか
を概観する（Ⅲ）。カラーブラインドの理論は、Plessy 判決ハーラン裁判官
反対意見で合衆国最高裁に登場し、その後、Brown 判決で確立したと一般
的には言われている。Brown 判決において、カラーブラインドについて如
何なる議論が展開されたのかを考察する（Ⅳ）。否定派は、修正第 14 条の原
意にカラーブラインドが含まれていると主張する。カラーブラインドは修正
第 14 条の原意として理解できるのかについて、考察する（Ⅴ）。カラーブラ
インドは達成すべき理想として語られる側面と、政策の指針として有効だと
語られる側面がある。双方の側面をめぐる議論を考察する（Ⅵ）。最後に本
稿の議論をまとめる（Ⅶ）。　

Ⅱ　カラーブラインドの神話の形成

市民権の指導者の多くは、マイノリティの経済的、法的、社会的機会を制
限する人種分離策を批判し、それが平等の達成につながったことから 23、合
衆国市民には、カラーブラインドが人種的正義を十分に具体化しているとの
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考えがある 24。市民権運動に参加した多くの人々は、人種差別のないカラー
ブラインドな世界の達成のために、自身の汗と涙を犠牲にしたと考えた 25。

AA が憲法上許されると考える者は、差別をなくす過程で一時的な戦略と
して AA は採択され 26、カラーブラインドの原則の道徳的優越性を暗に認
識していたとされる 27。AA を許容する者は、AA は差別的な社会をなくす
ために必要であり 28、カラーブラインドな社会の達成を目指す 29。彼らにと
って、カラーブラインドは達成すべき理想である 30。（AA の憲法適合性に
つきときに合憲判断を下すが、基本的に否定的立場を採る）中間派のオコナ
裁判官でさえも 31、人種を考慮しないことでは人種差別を乗り越えられてい
ない旨を示す 32。オコナ裁判官はカラーブラインドが道徳的義務（長期目
標）であり 33、人種区分を一切禁止すると、その目標を達成できないと想定
する 34。

カラーブラインドに基づく反区分の原則（人種区分をすべきでないという
原則）がマイノリティの差別解消を促進したが、AA を憲法上禁止すべきと
の主張に援用され 35、それは「両刃の剣」である 36。カラーブラインドの達
成が理想であるとの考えに基づいて、AA の批判者は、人種区分の使用が不
道徳であり 37、カラーブラインドが常に道徳的に正しく 38、政府は人種区分
を決して許容すべきでないと論じた 39。AA の批判者は、憲法はカラーブラ
インドであり、人種区分を許さないことで「人種主義を乗り越える」と考え
た 40。AA の批判者は神聖不可侵で例外を許さない神話としてカラーブライ
ンドを理解した。

カラーブラインドの原則を援用する AA の批判に対し、カラーブライン
ドな施策は人種的不均衡を是正しないため、AA による人種的不均衡の是正
を妨げるのは差別だと批判される 41。だが、批判者は人種的不均衡の是正よ
りも人種区分の禁止が優先されるべきと考える 42。カラーブラインドを例外
のない原則だと捉える際に、批判者は、マイノリティが人種を意識する法律
の終了（異人種婚禁止法の廃止）を勝ち得たのは、合衆国最高裁がカラーブ
ラインドの原則を採用した直接的な結果であり、カラーブラインドが平等の
実現に努めたのは疑いないとする 43。
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Ⅲ　カラーブラインドの解釈

１　Affirmative Action 肯定派の見解
（1）修正第 14 条の目的

修正第 14 条には 2 つの目的（カラーブラインドの達成とマイノリティへ
の平等な機会の付与）があり 44、修正第 14 条は当初からマイノリティの社
会経済的地位の向上に関心を寄せており、双方とも敬意を払うに値する憲法
上の概念だとされる 45。双方の目的が対峙したとき、多くの論者はマイノリ
ティへの平等な機会の付与を優先する 46。人種区分の禁止と AA のどちら
が平等の達成に望ましいのかは、状況次第である 47。人種区分の禁止が不平
等な結果を生じさせる場合には、カラーブラインドはもう一方の目的（マイ
ノリティへの平等な機会の付与）を傷つけるとされる 48。

（2）人種分離制度の影響

修正第 14 条の平等保護の要求はマイノリティへの差別の防止にあり、必
然的に、それが可能なカラーブラインドな法を含み、カラーブラインドは平
等保護の 1 つの側面である 49。1940 年代から 60 年代にかけて、リベラル派
は人種区分の禁止が平等を達成し 50、南部の法的な人種分離の終了が勝利だ
と考えた 51。法的な人種分離の廃止以降、多くの社会学的証拠がマイノリテ
ィの不均衡が是正されなかったと示し 52、AA の支持者は、マイノリティの
社会経済的地位の進展の不十分さの原因は人種主義にあるとした 53。カラー
ブラインドはいい響きだが 54、現存する人種的不均衡を無視しているとされ
る 55。人種の考慮を止めるまで、人種への意識を止められないとするカラー
ブラインドの議論には一定の説得力があるが 56、社会が意識的な差別を監視
して止めることができると考えても 57、カラーブラインドは無意識の差別を
止めず、差別の影響を是正できないと指摘される 58。「古い型」の意図的な
人種差別の事例に取組む法律は、無意識の差別行為を是正できないとされる
59。

（3）カラーブラインドと人種主義

以上の状況で 60、AA の禁止はマイノリティを不利な状況に置く人種主義
の影響が及んだ現状を支持するとされる 61。AA の禁止は差別の影響を終了
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させず 62、永続させるとの考えに基づき 63、AA の支持者は、人種分離制度
の解体は人種区分の禁止を要求せず 64、カラーブラインドによって人種主義
の抑圧的影響は擁護できないと考えた 65。

カラーブラインドは人々を従属させる人種を意識する害悪と、従属を是正
する人種を意識するアプローチを区別せず 66、人種的不均衡を生み出す構造
を巧妙に認めているとされる 67。明白な人種差別は減少したが、政治経済的
な力の観点から、マジョリティはマイノリティと比べて実質的に優位な状況
にあり、カラーブラインドは人種間の不均衡の現状を認めるとされる 68。い
かに理論的に構築されても、カラーブラインドは「アメリカの組織化された
人種主義」を示すとされる 69。カラーブラインドは合衆国の人種主義を忘れ
る方法にすぎず 70、それを終わらせないとされる 71。カラーブラインドは、
過去に如何にして人種区分が形成されたのかを無視し、その影響を否定し、
過去の考え（人種区分の廃止が差別の是正に有効であるという考え）に縛ら
れているとされる 72。カラーブラインドは、誤った社会制度と害悪を隠し 73、
マイノリティの不利な状況を制度化すると批判される 74。

（4）Affirmative Action の必要性の認識

AA の支持者の見解では、カラーブラインドでは是正を期待できない複雑
な現実があり 75、カラーブラインドな施策は、事実上、人種主義の継続を許
すとされる 76。この見解では、カラーブラインドによる人種的平等の達成は
神話であり、人種を考慮しないことを道徳的とするのは誤りだとされる 77。
AA 支持派の裁判官は、法的な人種分離の終了では、事実上の人種分離は残
り、マイノリティの不利な状況は終わらなかったと認識する 78。カラーブラ
インドな法律は法的な人種分離と基本権の否定を終わらせたが、人種差別は
なくならず、人種間の不均衡が是正されない状況にあって 79、リベラル派は
人種問題の解決には新しい手段（AA）が必要だと認識した 80。AA の支持
者は、カラーブラインドは形式的平等を作り出すが 81、マイノリティへ実質
的平等を保障するために AA が必要だと考える 82。

人種間の社会経済的格差がある社会では、法がカラーブラインドであるべ
きとの主張は、現実の描写ではなく望みだとされる 83。人種的抑圧をなくす
ために、リベラル派の間では AA の必要性が認識され 84、その見解では、
マイノリティへの差別の是正や防止に役立つ限りで、修正第 14 条は人種区
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分の使用を禁止しない 85。例えば、AA 支持派のギンスバーグ裁判官は「平
等保護条項との抵触を避けるために、利益を否定し、害悪を生じさせ、負担
をかす区分は、人種に基づくべきではない。その意味で憲法はカラーブライ
ンド」だが「憲法は、差別の永続を防ぎ、過去の差別の影響をなくすために、
カラーコンシャス」だと述べる 86。AA の支持者は、AA の停止は人種間の
不均衡を生じさせるため、カラーブラインドの理想は達成できず 87、カラー
ブラインドな社会を目指すために 88、AA が必要だと考える 89。

（5）スティグマ

合衆国最高裁の立場では 90、すべての人種区分がスティグマを生じさせる
91。これに対し、AA に肯定的な見解は、人種差別には悪意があり、マイノ
リティに劣等性を押し付けると想定するが、AA はスティグマをもたらさず、
その狙いは排除ではなく包含にあると主張する 92。

AA に肯定的な見解の中には、AA が対象者にスティグマをもたらすと認
めながらも 93、AA が肯定的結果を作り出しているという前提に基づき 94、
AA と差別を同視せず 95、AA により生じる利益は害悪を上回り、スティグ
マを縮減すると主張される 96。

歴史的に、肌の色はときとして劣等性を示し、スティグマをもたらすと理
解されたが 97、スティグマが生じる 1 つの原因はマイノリティの過小代表に
あり、それが解消されれば、スティグマが発生する危険は少なくなるとされ
る 98。そのため、AA を支持する見解は、指導的な地位に占めるマイノリテ
ィの割合を増やすことで、マイノリティへのスティグマを縮減し 99、平等の
達成にはマイノリティの十分な参加が重要だとされる 100。AA の支持者は、
過去数十年にわたって合衆国最高裁により促進されたフィクション（カラー
ブラインドが人種問題への適切な対応であるということ）を人種の考慮によ
って終わらせ 101、マイノリティが永続的に社会経済的に低い地位に置かれ
る状況を是正するために、AA には歴史的正当性があることを裁判所は明ら
かにすべきと認識する 102。

２　保守派の見解
オコナ裁判官は「人種区分はスティグマの害悪の危険をもたらす。それが

救済的な状況に厳密に留保されていなければ、それらは実際には人種的劣等



桐蔭法学 27 巻 1 号（2020 年）

80

性の概念を助長し、人種的な敵意のある政策を導く。」と判示した 103。AA
への批判は、このオコナ裁判官の見解に依拠し 104、人種の考慮が人種間の
敵意を導くと考える 105。その見解の基底には、人種区分を通じて差別を終
わらせる試みは、優遇された地位を求めるグループ間でのむき出しの政治的
争いへと不可避的に陥り、スティグマを生じさせ、非常に危険であると認識
がある 106。AA は我々の社会のリベラルな考えと抵触し、それらは不和を
もたらすアイデンティティの政策を助長し 107、それらが利益付与を意図す
るグループのメンバーにスティグマをかし 108、敵意を助長すると説明され
た 109。

AA は、マイノリティの市民が劣等で 110、自力で社会的資源を獲得でき
ないことを示しており 111、対象者にスティグマを生じさせるとされる 112。
AA には、マイノリティは AA がなければ成功できないという人種主義的な
考えが含意され 113、受益者にスティグマを与えるとされる 114。

AA はその受益者に対して、自身の成功が自力で達成されたのではないと
考えて、自身の能力を疑問視させ 115、対象者の自尊が害されるとも指摘さ
れるが 116、AA の直接の受益者の中には AA が無くとも地位を獲得した者
がおり、それを自覚している場合には自尊は害されない。だが、他者の視点
では、AA によって地位を獲得した者とそれが無くとも地位を獲得した者を
区別できず、AA はマイノリティはマジョリティと実力では競争できないと
いう考えを生じさせるため 117、有能なマイノリティ（AA が無くとも地位
を獲得できた者）にもスティグマをかす 118。能力に関係なく、AA はその
対象者全員にスティグマをかし 119、マイノリティへの劣等性を含意するた
め 120、AA の反対者は、AA が対象者にスティグマをかすのは疑いなく 121、
AA は対象者に害悪を及ぼすと主張する 122。AA 否定派の裁判官は、AA が
対象者にスティグマを課すことを懸念していた 123 と分析される 124。否定派
の裁判官は、AA が人種的固定観念に基づく劣等性の概念に動機づけられて
いることを懸念した 125。マイノリティ自身も、AA によって自身にスティ
グマが抱かれることを懸念していたとされる 126。
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Ⅳ　Brown 判決とカラーブラインド

１　Brown 判決時の合衆国最高裁の裁判官の見解
Brown 判決 127 では初等学校の人種別学の合憲性が問題とされ、カラーブ

ラインドの原則が援用され、全会一致で違憲判断が下された 128。Brown 判
決は、合衆国最高裁の歴史の中でも非常に重要な歴史的判決の 1 つだと評さ
れ 129、その影響はきわめて大きく 130、合衆国社会に大きな衝撃を与えたと
される 131。

Brown 判決より以前に、合衆国最高裁の何人かの裁判官は様々なカラー
ブラインドの原則を提示したが、Brown 判決の審理の間、人種区分はそれ
自体として違憲であるとの考えを示した裁判官は 2 人だけであり、ほとんど
の裁判官は、平等保護条項の広範囲にわたる反区分の解釈は人種別学の問題
の判断に不要であり、争いの激しい問題（異人種婚）にカラーブラインドな
解釈が及ぶのは望ましくないと考えた 132。　　　

Brown 判決時、反区分原則を最も支持したのはウィリアム・ダグラス裁
判官であった 133。当該判決に関する最初の審議の後の会議で、ダグラス裁
判官が他の裁判官に、「人種分離は簡単な問題」であり、「何らの人種区分は
作ることができ」ず、「修正第 5 条のデュープロセスがそうであるように、
修正第 14 条は人種区分を禁止する」と述べた 134。彼は 1953 年の第 2 期の
口頭陳述の後の会議でこの立場を繰り返し、「人種と肌の色は人種別学を支
持する憲法上の基準にはなりえない」と述べた 135。ダグラス裁判官は、そ
のキャリアを通じて、カラーブラインドの立場から人種区分に反対する立場
を一貫して取り続けた 136。　

Brown 判決の審理中、シェルマン・ミントン裁判官だけが修正第 14 条の
ダグラス裁判官による反区分の解釈を支持した。ミントン裁判官は「人種区
分は意味をなさ」ず、「それには悪意があり、維持できない」と述べた 137。
1 年後、第 2 期の会議で、彼はこの主張を繰り返し、「肌の色で区分できな
い」と述べた 138。ヒューゴ・ブラック裁判官も、反区分の解釈に共感したが、

「（再建期の）修正条項の基本的目的は差別からの黒人の保護」であり 139、
「そのようなカーストの根絶」であったとしてダグラス裁判官やミントン裁
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判官に完全には同意しない 140。そして、ブラック裁判官は人種分離法の目
的は「肌の色を理由に差別すること」であったと認識していた 141。

ダグラス裁判官とミントン裁判官（そして弱い程度でブラック裁判官）は
Brown 判決時にカラーブラインドの原則を認めたが、他の裁判官はそれに
賛同しなかった。ロバート・ジャクソン裁判官は、反区分の原則が人種分離
全般への法的な異議申立を含んでおり、大きな政治問題を引き起こす危険を
合衆国最高裁が認識すべきとする 142。フリックス・フランファータ裁判官
もまた、人種分離全般への異議申立が政治的争いを起こし、それにより合衆
国最高裁の権威が傷つくことを懸念し、Brown 判決において、慎重な制度
的保護者の役割を担った 143。

アール・ウォーレン裁判官は、基本的には政治的文脈に応じて公立学校の
人種分離の問題にアプローチし、審議において、抽象的で広範囲に及ぶカラ
ーブラインドの原則を確立しようとはせず 144、人種分離が人種的抑圧の明
確な方式であることを理由に、公立の初等学校での人種分離解消を支持した
145。

コロンビア特別区の公立学校の人種別学制度の合憲性が問題とされ、
Brown 判決と同時期に判断が下された Bolling 判決で、ウォーレン裁判官は

「人種だけに基づく区分は我々の伝統に反し、憲法上疑わしいことから、特
定の注意をもって審査されるべき」と示す 146。ウォーレン裁判官は反区分
の考えを示唆するが、そのすぐ後に「本法廷は、『現在の形式において、合
衆国憲法は、市民権と政治的権利に関連する限り、政府や州による人種を理
由としたいずれの市民に対する差別を禁止する』と宣言した」と示す 147。
Bolling 判決は、人種区分は常に違憲とは述べず、マジョリティがマイノリ
ティを充足させるために人種区分を用いる傾向があるため、慎重に審査され
るべきと示しているにすぎないとされる 148。

Brown 判決においてウォーレン裁判官は、人種分離は黒人の生徒に劣等
性の感情を生じさせると示しており 149、人種分離にはスティグマを課す危
険が内在し、マイノリティに害悪を及ぼすと考えた 150。ウォーレン裁判官は、
マイノリティを貶め、従属させる法体系として、人種分離の法制度を認識す
る 151。

合衆国最高裁の他の裁判官（スタンリー・リード，ハロルド・バートン , 
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トム・クラーク）の中にも、Brown 判決で、平等保護条項に反区分の解釈
を表明した者はいない。リード裁判官は人種統合に消極的態度を示して、ウ
ォーレンの意見に最後に同意し、不本意ながら人種分離を違憲とする結論に
至っており、カラーブラインドに同意していないことは確実だとされる 152。
バートン裁判官は人種統合に積極的な態度を示すが、ダグラス裁判官らを惹
きつけた広範囲にわたるカラーブラインドの原則からは距離をとっていた
153。同様に、クラーク裁判官は、人種区分を全般的に禁止することで人種分
離解消を促進する憲法原則を確立することよりも、いかにして人種分離解消
策を実施していくのかに関心があり、学校の人種分離解消の問題について、
例えば、高等教育と初等教育を区別することに問題はないとしていた 154。

２　異人種婚をめぐる懸念
Brown 判決時に多くの裁判官が、広範囲にわたるカラーブラインドの原

則の確立から距離をとった理由は、カラーブラインドが異人種婚を廃止し、
社会に大きな争いを生じさせるのを懸念したからである。人種分離主義者が
学校での人種分離を求めた主たる理由の 1 つは、白人の女子生徒と黒人の男
子生徒との性的接触の制度的遮断にあった 155。Brown 判決時、合衆国の世
論は合衆国最高裁による学校の人種分離解消の判旨を緩やかに支持し、南部
と北部の白人の合衆国市民の圧倒的多数は異人種婚に反対した 156。

フランクファータ裁判官は、Brown 判決の口頭陳述で、生徒側の弁護人
が初等学校の人種分離の違憲性だけでなく、異人種婚禁止の違憲性までをも
包含する主張をしているのかを気にしていた 157。Brown 判決後に、合衆国
最高裁はアラバマ州の異人種婚禁止法への異議申立の裁量上訴を拒否し 158、
フランクファータ裁判官は、異人種婚の問題に合衆国最高裁が向かい合うべ
きでないという態度を示した 159。その後、1955 年に、ヴァージニア州の異
人種婚禁止法の異議申立が問題となった Naim 事件が上訴の一覧表にあがっ
たときに、合衆国最高裁は異人種婚禁止の合憲性判断を迫られたが 160、審
理を拒否した 161。

フランクファータ裁判官は、異人種婚をめぐる「歴史の動向、深い感情、
道徳的及び心理的な前提」を考えると、合衆国最高裁はこの問題の審理を避
けるのが良いと考え 162、異人種婚禁止法の憲法判断は人種分離解消の事例
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における合衆国最高裁判決の実施に深刻な障害を生じさせる危険が高いと認
識し、激しい争いを生じさせる「スズメバチの巣」を刺激するのを避けたと
される 163。そして、フランクファータ裁判官は、カラーブラインドの原則
を Brown 判決が採用していたならば 164、Brown 判決が全会一致の判断に
至ることはなかったとする 165。

だが、Brown 判決後、合衆国最高裁は公共施設と公共交通機関の人種分
離の合憲性への異議申立を審理し 166、次々と違憲判断を下した 167。Brown
判決は教育以外の領域でも 168、人種分離撤廃を進め 169、判決の影響は広範
囲に及んだ 170。それらの判決は Brown 判決を参照する以外にほとんど記載
のない簡潔なものであり 171、多くの学説は Brown 判決の効果が公立の初等
学校の人種統合に限定できないと考えた 172。

Brown 判決後の人種分離の一連の違憲判決は人種区分自体が憲法上疑わ
しいとはせず 173、反区分の立場をとらなかったが、その後、1964 年の
McLaughlin 判決 174 で、合衆国最高裁は、人種区分は修正第 14 条の下で推
定的に無効であり、この原則に基づく法を無効にしたと明確に述べた 175。
McLaughlin 判決は、人種区分は人種分離された学校の文脈で無効だと示さ
れたことの証明として Brown 判決を参照し 176、未婚の異人種カップルの同
棲を禁止する法律を無効にした。当該判決で、合衆国最高裁は修正第 14 条
の反区分の解釈をはじめて明確にした 177。　

その後、Loving 判決 178 で、合衆国最高裁は修正第 14 条の反区分の解釈
の明示に至る 179。ウォーレン首席裁判官は、Loving 判決で「平等保護条項
は、人種区分は特に刑法に関して疑わしく『最も厳密な審査』に服し、それ
らが支持される場合には、それらが修正第 14 条が根絶する対象である人種
差別ではなく、ある許容される正当な目的の確立に必要だと証明されること
を要求する」と示した 180。

ダグラス裁判官とミントン裁判官（そして弱い程度でブラック裁判官）は
Brown 判決時にカラーブラインドな立憲主義の前提を認めたが、当時の合
衆国最高裁の残りの裁判官にとっては、学校の人種分離解消の理由として反
区分の議論を使用することはあらゆる人種区分を疑うことになり、異人種婚
禁止法の廃止に対する人種分離主義者の懸念を考えると、カラーブラインド
が人種平等に向けての強力な原則になるとしても、カラーブラインドは現実
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的ではなかった 181。Loving 判決において、リベラル派の裁判官がカラーブ
ラインドを支持するに至った背景には、Brown 判決時からの社会的変化（異
人種婚禁止法の廃止を受容する社会的変化）が必要であった 182。合衆国最
高裁は、公立学校の人種分離と異人種婚禁止を無効にする準備が整ってはじ
めて、人種区分に反対する推定的なルールを採択できた 183。

1950 年代のカラーブラインドをめぐる激しい議論を経て、1960 年代には
184、カラーブラインドとすべての個人に対する平等の機会は法的な命令では
なく、もはや否定できない道徳的な義務であるという広範囲にわたる認識

（コンセンサス）が 1960 年代に現れた 185。カラーブラインドという理想へ
の支持の表明は「アメリカ人に共通」になり 186、ほとんどの合衆国市民は、
法制度が人種区分を用いるべきではないという理想を抱いた 187。カラーブ
ラインドは、ポスト人種主義の考え方として、合衆国で確立された 188。

３　Brown 判決の射程と影響
Brown 判決時の合衆国最高裁では、カラーブラインドな立憲主義は多数

の裁判官により支持されているわけではなかった 189。異人種婚禁止法の合
憲性という激しい問題を避けるために、Brown 判決は学校の人種分離解消
にその判旨を限定し、合衆国最高裁が人種区分の包括的な禁止は現実の選択
肢ではなく 190、Brown 判決時には、「分離すれども平等」の理論の覆しへ
のためらいが合衆国最高裁にあった 191。修正第 14 条のカラーブラインドな
解釈の歴史的な基礎に、Brown 判決は文脈が限定された支持を与えるにす
ぎない 192。　

だが、Brown 判決が合衆国の事実上あらゆる側面で人種差別を終わらせ
る方向へと司法と立法を促したのも事実である 193。高等教育機関の人種別
学制の合憲性が問題とされた事例では、学校の社会的評価や卒業生の影響力
といった客観的でない要素も、平等であるか否かを判断する際に考慮され、
高等教育機関の人種別学の維持は事実上難しくなっていた。初等学校では無
形の要素はあまり重要性を持たず、施設自体も同等だと証明するのは容易で
ある。事実、Brown 判決までの公立の初等中等学校の人種別学に関する判
決では、施設が同等だと容易に認定され、原告側も施設の優劣ではなく最も
近い学校に通えないことや居住地域の近隣に学校がないことなどを訴えの理
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由としていた 194。
これに対し、Brown 判決では、原告は人種別学の公立学校は「平等」で

はないと主張し、合衆国最高裁は、公立学校の人種別学が黒人生徒に及ぼす
悪影響を問題とする 195。この理由から公立学校の人種別学制を違憲とすれば、
公立学校での人種別学制はもはや実施できない。無形の要素が重要性を持た
ず、施設が平等であると容易に示すことのできる公立の初等・中等学校の人
種別学制が違憲とされたことから 196、「社会生活のほぼすべての領域で、人
種分離政策はその正当性を失う」ため 197、Brown 判決後、人種分離を廃止
しても社会が受容すると考えられる問題（公共施設の人種分離）につき、合
衆国最高裁は違憲判断を下した（Ⅳ２）。　

４　教育の重要性の強調
修正第 14 条の起草者の原意には議論があるが、黒人への基本的権利の侵

害の禁止を意図し 198、それらが公立学校の人種分離の廃止を求めたのが確
実だと主張するのは難しいと評される 199。Brown 判決時、合衆国最高裁は
限られた基本権の領域での人種区分の使用を禁止していた 200。

Brown 判決でウォーレン裁判官は教育の重要性を強調し 201、1868 年（修
正第 14 条成立時）の基準ではなく、判決時の基準で公立の初等学校の人種
分離の合憲性が判断されるべきとされた 202。これについて、修正第 14 条の
起草者が判決時の合衆国で公教育が果たす役割を予知していた場合には、彼
らは躊躇なくそれを基本的権利のリストに含めることを、ウォーレン裁判官
は示唆していたと分析される 203。

実際に、公立の学校の人種分離の合憲性が問題とされた Bolling 判決のウ
ォーレンの起草意見は、事実上、「基本的権利」として教育に言及するが、
おそらくはブラック裁判官とフランクファータ裁判官が憲法上の権利の順位
付けと列挙されていないものとを容易に調整する考えがなかったため、彼ら
に遠慮して、最終的に「基本的権利」への言及を削除したとされる 204。ウ
ォーレン裁判官は、反区分の原則の確立が大きな反発を招くため（Ⅳ２，5）、
カラーブラインドの観点ではなく、教育の重要性を強調し 205、平等保護条
項が人種差別を禁止する他の基本的権利のレベルに教育を押し上げて、
Brown 判決を下した 206。
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Brown 判決は人種分離全般の違憲性を確立せず 207、教育以外のものを基
本的権利にはしなかった 208。むしろ、Brown 判決は、教育はそれを人種差
別から切り離すのを保障するのに十分に重要であり 209、教育における人種
分離は「分離した教育機関が本来的に不平等である」ことから 210、差別で
あり、基本的権利を侵害すると示したと分析される 211。例えば、教育は公
衆浴場へのアクセスよりも重要であり、レクリエーションは自発的だが、公
教育は強制であるとの理由から、Brown 判決を区別して人種分離を合憲と
する下級審判決がある 212。Brown 判決により人種分離一般の違憲性は確立
されていないため 213、これは驚くことではないと指摘される 214。

５　Brown 判決の背景
合衆国最高裁が公立の初等中等学校の人種分離に違憲判断を下した場合に

は、南部が暴力的反応をすることが指摘されていた 215。この状況を踏まえ、
フランクファータ裁判官は、1940 年代に、世論が人種分離への反対を抑え
込めないとの認識から、公立の初等中等学校の人種分離を合憲にする考えを
示し 216、当時の合衆国最高裁裁判官の多数はこの立場をとったと指摘され
る 217。実際に、1950 年以前には、NACCP（全米黒人地位向上協会）は公
立の初等中等学校の人種分離への直接的な攻撃を差し控え、ほとんどが、人
種分離の異議申立が未だに社会政治的環境に適さないと判断していた 218。
「分離すれども平等」の理論に基づき、黒人に同等の施設が与えられてい

ないとして、大学院での人種別学が合衆国最高裁で違憲と判断されたが 219、
Sewatt 判決時、南部の抵抗を考慮して、クラーク裁判官は公立の初等中等
学校の人種別学の解消が受容される社会状況にはないと考えており、大学院
の人種分離解消から初等中等学校の人種分離解消が当然に派生する社会状況
にはなかった 220。

初等中等学校の人種別学には大きな政治的争いが含意され 221、1952 年に
Brown 判決が最初に審理されたとき、合衆国最高裁の裁判官は人種別学の
合憲性について意見が割れ、僅差で違憲判断あるいは合憲判断を下すという
予測がなされており、合憲か違憲かが大きく揺れた 222。その状況下でも 223、
Brown 判決は初等中等学校の人種別学制に違憲判断を下し 224、合衆国最高
裁は社会的状況が違憲判断を受容する準備が整いつつあり 225、違憲判断が
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可能な状況になりつつあると判断した 226。だが、人種区分全般を違憲にす
る反区分の法理については、それが確立されると異人種婚禁止の合憲性が揺
らぎ、大きな争いを生じさせることへの懸念から（Ⅳ２）、合衆国最高裁は
その法理を示さず、公教育の人種分離が及ぼす悪影響を強調するにとどまっ
た（Ⅳ４）。Brown 判決は 1 つのアメリカという理想を示したが 227、合衆
国最高裁はそれの実現のために人種分離解消に反対する社会状況を考慮しな
ければならなかった。
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田前掲（128）729 頁）。合衆国最高裁は Brown Ⅱ判決で、人種別学の即

時の廃止を求めず、「可及的速やかなスピード」で実施すべきと示し

（Brown v. Broad. of Education., 349 U.S. 294, 301 (1955)）、人種別学によ

る法の平等保護の侵害の救済が遅れることを暗に認めた（藤倉前掲（205）

222 頁）。Brown 判決は人種主義者の暴力を招来しており（早瀬前掲

（184）29 頁）、判決の履行への合衆国最高裁の慎重な態度は、判決への反

発の予測に基づいていた（勝田前掲（128）729 頁）。Brown 判決後、南部

の組織的抵抗により学校での人種統合が長年にわたり実現されなかった

（勝田前掲（127）184 頁）。

222 See Klarman, supra note 160, at 242.

223 Brown 判決は国民の半数を少し上回る程度の支持しか得られなかった違

憲判断であり、通常合衆国最高裁は国民のかなり多くが支持している立場

から違憲判断を下すため、例外的であり冒険的な行動であったと分析され

る（勝田前掲（127）220 頁）。

224 Brown 判決は人種別学への黒人の不満を抑制し、暴動を抑え込むために

下されたと分析される（君島前掲（197）180 頁参照）。

225 Brown 判決は国民の半数を少し上回る程度の支持しか得られなかった違

憲判断であり、通常合衆国最高裁は国民のかなり多くが支持している立場

から違憲判断を下すため、例外的であり冒険的な行動であったと分析され

ている（勝田前掲（127）220 頁）。

226 Plessy 判決当時、人種分離制度を違憲とする基盤が、社会的にも、政治的

にも、法的にも、きわめて弱かったが（勝田前掲（128）719 頁）、Brown

判決で違憲判断が下されたのは、人種分離解消に向けた人々の努力と、そ

れに伴う社会的状況や人々の意識の変化に原因がある（宮原前掲（201）

620 頁 註 55；勝田前掲（128）720 頁）。

227 Goldstein, supra note 148, at 136.

（もぎ・ようへい　桐蔭横浜大学法学部准教授）


